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(57)【要約】
【課題】外部環境の変化に対応して良好な採光機能を有
する閉鎖部材、これを用いた建造物を提供する。
【解決手段】閉鎖部材１０は、互いに対向する入射面２
０ａと出射面２０ｂとを有し、入射面２０ａから入射し
た光を偏向して出射面２０ｂから出射させる採光部材２
０と、互いに対向する第１面４０ａと第２面４０ｂとを
有し、入射した光Ｌ１の強度を低減して出射させる光制
御部材４０と、採光部材２０及び光制御部材４０の外周
縁の少なくとも一部に設けられ、光制御部材４０を採光
部材２０に対して移動させる枠部材１１とを備え、光制
御部材４０は、枠部材１１によって、第１面４０ａが採
光部材２０の出射面２０ｂ又は入射面２０ａに対向する
対向位置と、第１面４０ａが対向位置から外れる退避位
置との間を移動することを特徴とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに対向する入射面と出射面とを有し、前記入射面から入射した光を偏向して前記出
射面から出射させる採光部材と、
　互いに対向する第１面と第２面とを有し、入射した光の強度を低減して出射させる光制
御部材と、
　前記採光部材及び前記光制御部材の外周縁の少なくとも一部に設けられ、前記光制御部
材を前記採光部材に対して移動させる枠部材とを備え、
　前記光制御部材は、前記枠部材によって、前記第１面が前記採光部材の前記出射面又は
前記入射面に対向する対向位置と、前記第１面が前記対向位置から外れる退避位置との間
を移動すること、
　を特徴とする閉鎖部材。
【請求項２】
　請求項１に記載の閉鎖部材において、
　前記光制御部材は、光を拡散させる光拡散部を有していること、
　を特徴とする閉鎖部材。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の閉鎖部材において、
　前記光制御部材は、光を吸収する光吸収部を有していること、
　を特徴とする閉鎖部材。
【請求項４】
　請求項３に記載の閉鎖部材において、
　前記光吸収部は、特定の波長又は特定の波長領域の光を吸収すること、
　を特徴とする閉鎖部材。
【請求項５】
　請求項１から請求項４までのいずれか１項に記載の閉鎖部材が、壁に設けられた開口部
に設置されていること、
　を特徴とする建造物。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建造物の内部に太陽光等の光を採り入れる閉鎖部材、及び、これを備えた建
造物に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、建造物の開口部を通して入射する太陽光等の光を所望の方向に出射させるように
して建造物の内部に光を採光する技術が知られている（例えば、特許文献１）。
　特許文献１の採光シートは、プリズムが形成された偏向層を有しており、太陽光等の斜
め上方から入射する光を特定の方向に偏向して建造物の内部へ入射させているので、照明
装置等を使わずに自然光を利用して室内を明るくすることができ、省エネルギー効果（照
明費用削減）や、快適な室内空間の形成を可能にしている。
　しかし、建造物の外部から採り入れられる光の量は、季節や、天候等の外部環境の変化
に応じて変化してしまうため、上述の省エネルギーや、快適な室内空間の形成等の効果が
十分に得られなくなる場合が生じる。
　例えば、採光部材を備える閉鎖部材が、冬場において十分な採光機能を有している場合
、夏場においては、太陽高度が全体的に冬場よりも高くなるので、冬場では建造物で遮ら
れていた光が屋内に入ってきて眩しさを覚える機会が増えることがあり、また、日照時間
が冬場よりも長くなるので、室内の温度が上昇しすぎたりすることがあり、快適な室内空
間の形成を妨げてしまうこととなる。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－１５５５６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このような場合、もし採光部材が防眩機能を備えていれば、夏場における眩しさや室内
の温度上昇は抑制することが可能となる。しかし、冬場においては、防眩機能によって採
光部材の採光機能が低下しすぎてしまう問題が生じることがある。同様の問題は、夏場と
冬場との間のような季節の変化だけでなく、晴天と曇天や雨天との間のような天候の変化
によっても生じることがある。あるいは、採光部材を屋内で用いた場合には昼の外光と夜
の照明光との間のような光源の変化によっても生じる場合がある。
【０００５】
　本発明の課題は、外部環境の変化に対応して良好な採光機能を有する閉鎖部材、これを
用いた建造物を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、以下のような解決手段により、前記課題を解決する。なお、理解を容易にす
るために、本発明の実施形態に対応する符号を付して説明するが、これに限定されるもの
ではない。
　第１の発明は、互いに対向する入射面（２０ａ）と出射面（２０ｂ）とを有し、前記入
射面から入射した光を偏向して前記出射面から出射させる採光部材（２０）と、互いに対
向する第１面（４０ａ）と第２面（４０ｂ）とを有し、入射した光の強度を低減して出射
させる光制御部材（４０）と、前記採光部材及び前記光制御部材の外周縁の少なくとも一
部に設けられ、前記光制御部材を前記採光部材に対して移動させる枠部材（１１）とを備
え、前記光制御部材は、前記枠部材によって、前記第１面が前記採光部材の前記出射面又
は前記入射面に対向する対向位置と、前記第１面が前記対向位置から外れる退避位置との
間を移動すること、を特徴とする閉鎖部材（１０）である。
　第２の発明は、第１の発明の閉鎖部材（１０）において、前記光制御部材は、光を拡散
させる光拡散部を有していること、を特徴とする閉鎖部材である。
　第３の発明は、第１の発明又は第２の発明の閉鎖部材（１０）において、前記光制御部
材は、光を吸収する光吸収部を有していること、を特徴とする閉鎖部材である。
　第４の発明は、第３の発明の閉鎖部材（１０）において、前記光吸収部は、特定の波長
又は特定の波長領域の光を吸収すること、を特徴とする閉鎖部材である。
　第５の発明は、第１の発明から第４の発明までのいずれか１つの発明の閉鎖部材（１０
）が、壁に設けられた開口部（２）に設置されていること、を特徴とする建造物（１）で
ある。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、外部環境の変化に対応して良好な採光機能を有することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１実施形態の閉鎖部材を説明する図である。
【図２】第１実施形態の閉鎖部材の斜視図である。
【図３】第１実施形態の閉鎖部材の詳細を説明する図である。
【図４】採光部材の変形形態を示す図である。
【図５】採光部材及び光制御部材から出射する光の或る波長の強度分布を示す図である。
【図６】光制御部材に設けられる意匠機能を説明する図である。
【図７】第２実施形態の閉鎖部材を示す斜視図である。
【図８】第３実施形態の閉鎖部材を示す斜視図である。
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【図９】第４実施形態の閉鎖部材を示す斜視図である。
【図１０】変形形態の閉鎖部材及び採光部材の詳細を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面等を参照して、本発明の実施形態について説明する。なお、図１を含め、以
下に示す各図は、模式的に示した図であり、各部の大きさ、形状は、理解を容易にするた
めに、適宜誇張している。
　本明細書中に記載する各部材の寸法等の数値及び材料名等は、実施形態としての一例で
あり、これに限定されるものではなく、適宜選択して使用してよい。
　本明細書中において、形状や幾何学的条件を特定する用語、例えば、平行や直交等の用
語については、厳密に意味するところに加え、同様の光学的機能を奏し、平行や直交と見
なせる程度の誤差を有する状態も含むものとする。
【００１０】
（第１実施形態）
　図１は、本実施形態の閉鎖部材を説明する図である。図１（ａ）は、閉鎖部材の厚み方
向から見た正面図である。図１（ｂ）は、閉鎖部材を設置した建造物を示す図である。
　図２は、本実施形態の閉鎖部材の斜視図である。図２（ａ）は、光制御部材４０が採光
部材２０に対向する対向位置に配置されている状態を示し、図２（ｂ）は、光制御部材４
０が採光部材２０に対向する位置から外れた退避位置に配置されている状態を示す。
　図３は、本実施形態の閉鎖部材の詳細を説明する図である。図３（ａ）は、図１（ａ）
の閉鎖部材のａ部断面を示す図であり、図３（ｂ）は、図３（ａ）に示す閉鎖部材の一部
を示す拡大図である。
　なお、図１～図３を含め以下に示す図中及び以下の説明において、理解を容易にするた
めに、閉鎖部材の通常の使用状態における鉛直方向をＺ方向とし、水平方向のうち閉鎖部
材の厚み方向をＹ方向とし、その厚み方向に直交する左右方向をＸ方向とする。この厚み
方向（Ｙ方向）のうち、－Ｙ側を建造物の外側（太陽光等の光が入射する側）とし、＋Ｙ
側を建造物の内側（太陽光等の光が出射する側）とする。
【００１１】
　閉鎖部材１０は、図１（ａ）及び図１（ｂ）に示すように、建造物１の壁に設けられた
開口部２に設置される採光用の窓であり、枠部材１１、採光部材２０、光制御部材４０か
ら構成されている。
【００１２】
　枠部材１１は、採光部材２０及び光制御部材４０を建造物１の開口部２に固定する部材
であり、例えば、アルミニウム等の金属によって形成されている。枠部材１１は、採光部
材２０を固定する第１枠部１１ａと、光制御部材４０を固定する第２枠部１１ｂと、第１
枠部１１ａを固定するとともに、第１枠部１１ａに対して第２枠部１１ｂを左右方向（Ｘ
方向）へ移動可能に保持する可動溝枠１１ｃとを備えている。
　第１枠部１１ａは、採光部材２０の外周縁を囲むようにして設けられた窓枠である。
　第２枠部１１ｂは、光制御部材４０の外周縁を囲むようにして設けられた窓枠であり、
厚み方向から見た形状が、上述の第１枠部１１ａと同等に形成されている。
【００１３】
　可動溝枠１１ｃは、左右方向（Ｘ方向）に延在する溝が形成された枠部材である。可動
溝枠１１ｃに設けられた溝は、図２（ａ）に示すように、－Ｘ側の溝幅が、＋Ｘ側の溝幅
よりも－Ｙ側に広くなるように形成されており、溝幅が広くなる部位の－Ｙ側に、第１枠
部１１ａが固定されている。また、可動溝枠１１ｃに設けられた溝の建造物の内側（＋Ｙ
側）には、第２枠部１１ｂが左右方向に移動可能に保持されている。
　本実施形態の可動溝枠１１ｃは、第１枠部１１ａ及び第２枠部１１ｂの鉛直上側（＋Ｚ
側）及び鉛直下側（－Ｚ側）に設けられており、第１枠部１１ａの上端縁及び下端縁を固
定するとともに、第２枠部１１ｂの上端縁及び下端縁を移動可能に保持している。
【００１４】
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　ここで、本実施形態では、図２（ａ）に示すように、可動溝枠１１ｃ上において、第２
枠部１１ｂに固定された光制御部材４０が、第１枠部１１ａに固定された採光部材２０に
対向する位置を対向位置とする。また、図２（ｂ）に示すように、光制御部材４０が、第
１枠部１１ａに固定された採光部材２０に対向する位置から完全に外れた位置を退避位置
とする。
　なお、上述の第１枠部１１ａ及び第２枠部１１ｂは、それぞれ建造物１の開口部２の開
口寸法と同等に形成されており、閉鎖部材１０は、採光部材２０を固定した第１枠部１１
ａが、開口部２を塞ぐようにして建造物１に配置される。そのため、光制御部材４０は、
退避位置において開口部２と重ならない位置にあり、対向位置へ移動されることによって
開口部２と重なる。
【００１５】
　可動溝枠１１ｃは、上述の対向位置において、第１枠部１１ａに固定される採光部材２
０の出射面２０ｂ（後述する）と、第２枠部１１ｂに固定される光制御部材４０の第１面
４０ａ（後述する）とが近接するようにして、第１枠部１１ａを固定し、第２枠部１１ｂ
を移動可能に保持することが望ましい。これにより、採光部材２０及び光制御部材４０間
に介在してしまう空気層の厚みを極力薄くすることができ、その空気層が起因となる光の
屈折による透過光の像ズレの発生を抑制することができる。
【００１６】
　採光部材２０は、太陽光等の光を建造物の内側（室内側）に採り入れるシート状の部材
であり、図３（ａ）に示すように、建造物の外側（－Ｙ側）から順に、入射側パネル２１
、光偏向層３０、出射側パネル２２が積層された構成を有している。
　この採光部材２０は、その厚み方向（Ｙ方向）において建造物の外側（－Ｙ側）に位置
し、太陽光等の光が入射する入射面２０ａと、この入射面２０ａに対向し、建造物の内側
（＋Ｙ側）に位置して、光が出射する出射面２０ｂとから構成されている。
　入射側パネル２１及び出射側パネル２２は、光偏向層３０を挟み込むようにして、光偏
向層３０の－Ｙ側（建造物の外側）の面上及び＋Ｙ側（建造物の内側）の面上に、それぞ
れ設けられた透光性を有するガラス基板である。入射側パネル２１及び出射側パネル２２
は、上述のガラス基板の他、透光性を有する樹脂製の基板等を使用することも可能である
。本実施形態の採光部材２０は、光偏向層３０が入射側パネル２１及び出射側パネル２２
に挟み込まれることによって、合わせガラス状の形態となる。
【００１７】
　入射側パネル２１は、光偏向層３０の－Ｙ側の面に配置され、その－Ｙ側の面が、建造
物の外側から入射する太陽光等の光が入射する面となる。本実施形態では、この入射側パ
ネル２１の－Ｙ側の面が、採光部材２０の入射面２０ａとなる。
　出射側パネル２２は、光偏向層３０の＋Ｙ側の面に配置され、その＋Ｙ側の面が、光偏
向層３０を透過した光が光制御部材４０側へ向けて出射する面となる。本実施形態では、
この出射側パネル２２の＋Ｙ側の面が、採光部材２０の出射面２０ｂとなる。
　入射側パネル２１及び出射側パネル２２は、それぞれ光偏向層３０に対して、透明な接
着層（不図示）により接着されている。この接着層は、例えば、透光性を有する熱可塑性
樹脂等を使用することができる。
【００１８】
　光偏向層３０は、その厚み方向（Ｙ方向）において互いに対向する入射面３０ａ及び出
射面３０ｂとを有するシート状の層である。ここで、入射面３０ａは、光偏向層３０の－
Ｙ側（建造物の外側）の面であり、建造物の外側から光が入射する面である。また、出射
面３０ｂは、光偏向層３０の＋Ｙ側（建造物の内側）の面であり、光偏向層３０を透過し
た光が出射する面である。なお、光偏向層３０の法線方向は、厚み方向に平行である。
【００１９】
　光偏向層３０は、この入射面３０ａから入射した太陽光等の光を偏向して出射面３０ｂ
から出射させる部材である。光偏向層３０は、入射面３０ａが入射側パネル２１に、出射
面３０ｂが出射側パネル２２にそれぞれ沿うようにして、入射側パネル２１及び出射側パ
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ネル２２間に配置されている。
　光偏向層３０は、図３（ａ）に示すように、複数の溝３１ａを有するベース部３１と、
その溝３１ａ内に形成されるルーバ部３２とから構成されており、鉛直上方側（＋Ｚ側）
から主に入射する太陽光等の光Ｌを、ベース部３１とルーバ部３２との界面によって所定
の方向に偏向させて、建造物の内側へ向けて出射させる。
【００２０】
　ベース部３１は、光透過性を有する透明な材料により形成された光偏向層３０の基礎と
なる部材である。このベース部３１には、左右方向（Ｘ方向）に延在し、光偏向層３０の
入射面３０ａに沿って鉛直方向（Ｚ方向）に溝３１ａが複数配列されている。
　ルーバ部３２は、ベース部３１に設けられた溝３１ａ内に、光透過性を有する材料によ
り形成されている。このルーバ部３２は、左右方向（Ｘ方向）に延在し、光偏向層３０の
入射面３０ａに沿って鉛直方向（Ｚ方向）に複数配列される形態となる。
【００２１】
　また、ルーバ部３２は、その配列方向（鉛直方向（Ｚ方向））に平行であって光偏向層
３０の厚み方向（Ｙ方向）に平行な断面（ＹＺ断面）における断面形状が楔形形状に形成
されている。ここで、楔形形状とは、一方の端部の幅が広く、他方に向けて次第に幅が狭
くなる形状をいい、三角形形状や台形形状等を含むものをいう。ルーバ部３２は、入射面
３０ａ側の幅が広く、出射面３０ｂ側に向けて次第に幅が狭くなるように形成されている
。本実施形態のルーバ部３２は、その断面形状が、入射面３０ａ側を底辺とする略三角形
形状に形成されている。
【００２２】
　このようにルーバ部３２を形成することによって、鉛直上方側（＋Ｚ側）から採光部材
２０に入射した太陽光等の光Ｌは、図３（ａ）に示すように、主にルーバ部３２の鉛直上
方側（＋Ｚ側）の斜面に入射して、ベース部３１及びルーバ部３２の界面において反射し
て、偏向された上で出射面３０ｂから出射することとなる。
　ルーバ部３２の屈折率は、ベース部３１及びルーバ部３２の界面において太陽光等の光
を効率よく反射させる観点から、ベース部３１の屈折率よりも小さくなるように形成され
ることが望ましい。そのため、ルーバ部３２は、ベース部３１よりも屈折率の低い材料に
より形成されていることが望ましい。また、ルーバ部３２は、空気層、すなわち溝３１ａ
内を空にしてもよい。
　また、ルーバ部３２及びベース部３１の界面には、反射率を向上させるために、例えば
アルミニウムやアルミニウム酸化物等の金属含有化合物などの反射率が高い材料により反
射面が形成されていてもよい。さらに、反射面が形成されている場合は、ルーバ部３２の
材料とベース部３１の材料との材料は同じものを使用してもよい。それによって、ルーバ
部３２の屈折率とベース部３１の屈折率をほぼ同じにして、ルーバ部３２及びベース部３
１の界面での屈折を抑制できるので、採光部材を通した視認性を良好にすることができる
。
【００２３】
　図４は、変形形態の光偏向層を示す図であり、光偏向層のＹＺ断面における断面形状で
ある。
　光偏向層３０は、ベース部３１及びルーバ部３２を備える例で説明したが、これに限定
されるものでなく、異なる構成によって入射した光を偏向するようにしてもよい。
　例えば、光偏向層３０は、上述のベース部及びルーバ部が同一の材料で形成され、反射
層３４を挟み込んで結合した形態、すなわち、図４（ａ）に示すように、ベースとなる部
材３３中に左右方向（Ｘ方向）に延在し、光偏向層３０の入射面３０ａに沿って、入射面
３０ａの法線方向に対して所定の角度に傾斜した平板状の反射層３４が、鉛直方向（Ｚ方
向）に複数配列される形態としてもよい。この場合、反射層３４は、アルミニウムやアル
ミニウム酸化物等の金属含有化合物などの反射率が高い材料により形成される。
　例えば、光偏向層３０は、図４（ｂ）に示すように、入射面３０ａに沿ってプリズム体
３０ｃが鉛直方向（Ｚ方向）に複数配列された形態としてもよい。また、プリズム体を形
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成する代わりに、フレネルレンズ形状を形成する形態としてもよい。
【００２４】
　光制御部材４０は、互いに対向する第１面４０ａと第２面４０ｂとを有するシート状の
部材であり、上述の枠部材１１によって採光部材２０に対して移動可能に保持されている
。この第１面４０ａは、光制御部材４０の－Ｙ側の面であり、光偏向層３０の出射面３０
ｂと対向し、その出射面３０ｂから出射した光が入射する面である。また、第２面４０ｂ
は、光制御部材４０の＋Ｙ側の面であり、光制御部材４０を透過した光が建造物の内側（
＋Ｙ側）に向けて出射する面である。
【００２５】
　この光制御部材４０は、採光部材２０の出射面２０ｂ側に配置され、採光部材２０から
出射した光を制御する部材である。具体的には、光制御部材４０は、採光部材２０から出
射した光を第１面４０ａで入射して、光の強度を低減させて、第２面４０ｂから出射させ
ている。光制御部材４０が光の全ての波長領域にわたって強度を低減させることは必要で
はなく、光制御部材４０が特定の波長又は特定の波長領域の光の強度を低減させることが
できれば十分である。光制御部材４０が光の強度を低減させているか否かは、採光部材２
０の鉛直上方側（＋Ｚ側）から採光部材２０（ＸＺ面）の法線方向に対して５５度の入射
角度で採光部材２０に照射されて採光部材２０によって偏向された光の主成分の出射角度
における強度を測定することによって判断することができる。ここで、採光部材２０によ
って偏向された光の主成分とは、採光部材２０によって偏向されて採光部材２０から出射
した光の中で占める割合が高く、輝度が最も高くなる光の出射角度をいい、採光部材２０
によって偏向されずに採光部材２０を単に通過しただけの光の成分は除外される。なお、
５５度の入射角度は、幾つかの大都市の春分秋分の南中高度（例えば、東京５４度、大阪
５６度、シカゴ４９度、ロサンゼルス５７度、ヒューストン６１度、北京５１度、上海５
９度、ソウル５３度）の概ね半ばの値なので、採光部材の汎用性の観点より、判断基準と
して好適な値である。
　本実施形態の光制御部材４０は、光を制御する機能として、採光部材２０から出射する
光を拡散させる光拡散機能を有しており、閉鎖部材１０から出射する光の眩しさを抑制す
る防眩効果を実現するとともに、室内空間全体に対して光を均一に出射している。具体的
には、光制御部材４０は、光を拡散する拡散剤を含有した光透過性を有する樹脂により形
成される光拡散部を有している。
【００２６】
　図５は、採光部材及び光制御部材から出射する光の或る波長の強度分布を示す図である
。
　図５（ａ）は、光制御部材４０に光拡散機能又は光吸収機能が設けられた場合の光の強
度分布を示す図であり、図５（ｂ）は、光制御部材４０に光偏向機能が設けられた場合の
光の強度分布を示す図である。図５の各図において、縦軸は光の強度を示し、横軸は光の
出射角度を示す。また、図５の各図において、採光部材２０によって偏向された光Ｌ１の
主成分の出射角度θ１を、横軸の中央（縦軸との交点）としている。
【００２７】
　ここで、鉛直上方側（＋Ｚ側）から入射した太陽光等の光Ｌは、図２（ｂ）に示すよう
に、採光部材２０の採光部材２０において偏向され、採光部材２０の法線方向に対して所
定の出射角度θ１に傾斜した状態で採光部材２０の出射面２０ｂから出射して、光制御部
材４０の第１面４０ａへと入射する。このとき、採光部材２０から出射した光Ｌ１の強度
は、図５（ａ）に示すように、採光部材２０により偏向された光Ｌ１の主成分の出射角度
θ１において最大値をとり、角度がずれていくにつれて光の強度が低くなる傾向となる。
【００２８】
　この光Ｌ１は、光制御部材４０に入射して、光拡散剤により分散させられることによっ
て光Ｌ２となり、光制御部材４０から出射することとなる。このとき、光Ｌ２の主成分と
なる光の角度θ２（第２面からの出射角度）は、光Ｌ１の出射角度θ１と同等（θ１＝θ
２）であるが、光Ｌ２の強度は、光拡散剤の分散によって光Ｌ１の強度に比して低くなる
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。
　このように、光制御部材４０から出射する光Ｌ２の強度は、光拡散部による拡散作用に
よって、採光部材２０において偏向された光Ｌ１の主成分の出射角度θ１における光の強
度が低減することとなる。可視光領域（３８０ｎｍ～７８０ｎｍ）内の光の強度を低減す
ることによって、好適な防眩効果が得られる。
　なお、本実施形態の光制御部材４０は、光拡散機能を設けるために、光拡散剤を含有し
た樹脂から形成される光拡散部を備える例を示したが、これに限定されるものでなく、例
えば、第２面４０ｂに微細な凹凸形状を形成したり、その他、公知の光拡散技術を適用し
たりして、これを光拡散部としてもよい。
【００２９】
　また、光制御部材４０は、上述の説明では、光を制御する機能として、光拡散機能を持
たせ、採光部材２０から出射する光が眩しくなるのを抑制する防眩効果を付与させる例を
示したが、これに限定されるものでない。
　例えば、光制御部材４０は、光を制御する機能として、光吸収機能を持たせるようにし
、採光による眩しさを軽減するとともに、建造物内（室内）への光量を最適に調整するよ
うにしてもよい。この場合、光制御部材４０には、例えば、黒色等の暗色系の顔料等を含
有した光透過性を有する樹脂等によって形成される光吸収部を設ける。この場合でも、光
制御部材４０から出射する光Ｌ２の強度は、光吸収部の光の吸収作用によって、図５（ａ
）に示すように、採光部材２０において偏向された光Ｌ１の主成分の出射角度θ１におけ
る光の強度を低減することとなる。暗色系の顔料の代わりに、暗色以外に着色された顔料
等を樹脂に含有させて、可視光の一部の波長領域内の光を吸収するようにしてもよい。こ
れによって、構造物内（屋内）の光の色を制御して、演出効果を得ることができる。
【００３０】
　また、紫外光吸収剤や赤外光吸収剤を用いることによって、可視光以外の波長領域の光
（例えば、紫外光や、赤外光）を吸収するようにしてもよい。例えば、近赤外光領域（７
８０ｎｍ～１４００ｎｍ）の光を吸収する光吸収部を光制御部材４０に設け、採光が起因
となる建造物内（室内）の温度上昇を抑制するようにしてもよい。この場合でも、光制御
部材４０から出射する特定の波長領域の光の強度は、採光部材２０において偏向された光
Ｌ１のうち、特定の波長領域の光の主成分の出射角度θ１における光の強度を低減するこ
ととなる。
【００３１】
　また、光制御部材４０は、上述の説明では、光を制御する機能として、光偏向層３０と
は相違する光偏向機能を持たせて、採光部材２０によって偏向された光を、建造物の室内
環境等に応じて更に偏向するようにしてもよい。この場合、光制御部材４０によって偏向
された光Ｌ３の主成分の角度θ３（第２面からの出射角度）は、図５（ｂ）に示すように
、採光部材２０から出射する光Ｌ１の主成分の角度θ１とは相違することとなる。そのた
め、光制御部材４０から出射する光Ｌ３の強度は、採光部材２０において偏向された光Ｌ
１の主成分の出射角度θ１において、採光部材２０から出射した光Ｌ１の強度よりも低減
することとなる。
【００３２】
　図６は、光制御部材に設けられる意匠機能を説明する図である。図６の各図は、意匠機
能を有する光制御部材の正面図である。
　光制御部材４０は、上述の光拡散機能や、光吸収機能、偏向機能を利用して、意匠機能
を設けるようにしてもよい。具体的には、図６の各図に示すように、上述の光拡散部や光
吸収部をストライプ状や、ドット状、グラデーション状等のパターンにして光制御部材４
０に設けることによって、光制御部材４０に意匠機能を設けることが可能となる。また、
光制御部材４０の全面を同一の色に着色する等によって、意匠機能を設けるようにしても
よい。なお、ストライプの幅やピッチや、ドットの大きさや配置間隔等は、閉鎖部材の大
きさや、閉鎖部材の設置場所、室内環境等に応じて適宜設定することができる。
　光制御部材４０は、上述の光拡散機能や、光吸収機能、偏向機能、意匠機能のうちいず
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れかの機能を有する形態にしてもよく、また、これらの機能のうち複数の機能を有する形
態にしてもよい。
【００３３】
　次に、本実施形態の閉鎖部材１０の使用例（施工例）について説明する。
　閉鎖部材１０は、図１（ｂ）に示すように、建造物１の開口部２に取り付けられ、太陽
光等の光を室内側に採り入れるために設けられている。
　一般に、北半球に位置する建造物１の場合、南側に位置する開口部２には、太陽光等の
光が最も多く入射するため、上述のように、光拡散機能を有した光制御部材４０を備えた
閉鎖部材１０が配置される。可動溝枠１１ｃに移動可能に保持された光制御部材４０を採
光部材２０の出射面に対向する対向位置に移動することによって、閉鎖部材１０は、採光
部材２０において採り入れられた光量が多すぎて室内が眩しくなってしまうのを光制御部
材４０によって抑制するとともに、室内空間全体に対して光を均一に出射することができ
、室内環境を最適に調節することができる。
【００３４】
　また、南側に位置する開口部２に閉鎖部材１０が設けられている場合であっても、天候
が曇天や雨天の場合や、晴天であっても夕方（１５時～１６時）の場合、閉鎖部材１０の
周囲に光を遮る建造物等が存在している場合は、閉鎖部材１０から十分な光を採り入れる
ことができない。そのため、これらの場合においては、可動溝枠１１ｃに移動可能に保持
された光制御部材４０を退避位置へ移動することによって、採光部材２０により採り入れ
られた光を拡散させることなく室内側に出射させて、室内を明るくするとともに、建造物
の外側への視認性を向上させることができる。
【００３５】
　なお、光拡散機能を有した光制御部材４０の拡散特性は、閉鎖部材１０が配置される開
口部２の位置（方角）に応じて変更してもよい。例えば、上述のように閉鎖部材１０が南
側の開口部２に配置される場合、光制御部材４０は、拡散特性としてそのヘイズ値（透過
光に対する拡散光の割合の値）が５０％に設定することができる。一方、西側の開口部２
に閉鎖部材１０が配置される場合、夕方に西日が室内に強く差し込んで、上述の閉鎖部材
１０が南側の開口部２に配置される場合に比して更に眩しくなるため、光制御部材４０の
ヘイズ値を８０％に設定し、防眩効果を更に高めることができる。
【００３６】
　また、光拡散機能を有した光制御部材４０の代わりに、光吸収機能を有した光制御部材
４０を用いるようにしてもよい。ここで、光吸収機能を有した光制御部材４０の光の吸収
特性は、配置される開口部の位置に応じて適宜変更することができる。例えば、上述のよ
うに閉鎖部材１０が南側の開口部２に配置される場合、光制御部材４０は、光吸収特性と
して透過率が８０％に設定することができる。一方、西側の開口部２に閉鎖部材１０が配
置される場合、夕方に西日が室内に強く差し込んで、上述の閉鎖部材１０が南側の開口部
２に配置される場合に比して更に眩しくなるため、光制御部材４０の透過率を６０％に設
定し、防眩効果を更に高めることができる。
【００３７】
　また、夏場等の日差しが非常に強い場合において、採光部材２０により採り入れられた
光によって建造物の内側（室内）の温度が上昇してしまう場合がある。このような場合、
光拡散機能を有する光制御部材４０の代わりに、赤外光の波長領域を吸収する光吸収機能
を有した光制御部材４０を可動溝枠１１ｃに保持させるようにしてもよい。
　これにより、閉鎖部材１０は、採光部材２０により採り入れられた光のうち赤外光の波
長領域が吸収されるため、室内の温度が極度に上昇してしまうのを抑制することができ、
冷房効率を向上させ省エネルギー効果を奏するとともに、室内環境を最適な状態に調節す
ることができる。
　また、光拡散機能を有する光制御部材４０の代わりに、赤外光の波長領域を吸収する光
吸収機能と光拡散機能とを有する光制御部材４０を用いるようにしてもよい。これにより
、閉鎖部材１０は、室内温度の上昇を抑制するととともに、防眩効果も奏することができ
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、室内環境をより最適な状態に調節することができる。
【００３８】
　また、同じ建造物１の北側に位置する開口部２は、太陽光等の外光が入射し難く、十分
な光を室内に採り入れることができない。そのため、このような開口部２に配置される閉
鎖部材１０には、例えば、黄色や橙色等の暖色系の色に着色され、グラデーション状に形
成された意匠機能を有する光制御部材４０を用いて、室内を温かみのある空間に演出する
ことができ、室内環境をより快適に調節することができる。
【００３９】
　以上より、本実施形態の閉鎖部材１０は、光制御部材４０が、採光部材２０から出射し
た光を入射して、採光部材２０において偏向された光の主成分の出射角度θ１における光
の強度を低減している。また、閉鎖部材１０は、採光部材２０及び光制御部材４０の外周
縁に設けられ、光制御部材４０を採光部材２０に対して移動させる枠部材１１を備え、光
制御部材４０が、枠部材１１によって、第１面４０ａが採光部材２０の出射面２０ｂに対
向する対向位置と、第１面４０ａが対向位置から外れる退避位置との間を移動する。
　これにより、閉鎖部材１０は、外部環境の変化等に対応して採光部材２０により採り入
れられる光を光制御部材４０によって適切に調節して室内側に出射させることができ、良
好な採光機能を実現することができる。また、光制御部材４０を採光部材２０に対向する
対向位置から退避位置に容易に移動することができるので、外部環境の変化等に応じて、
容易に室内環境を最適に調節することができる。
　閉鎖部材１０は、光制御部材４０に光拡散部を有しているので、採光部材２０によって
採り入れられた光が強すぎて眩しい場合に、その光を拡散して防眩効果を奏するとともに
、室内空間全体に対して均一に光を出射することができる。
【００４０】
　また、閉鎖部材１０は、光制御部材４０に光吸収部を有している場合、採光部材２０に
よって採り入れられた光が強すぎて眩しいときに、その光を吸収して防眩効果を奏すると
ともに、室内に透過する光量を適切に調節することができる。
　更に、閉鎖部材１０は、その光吸収部が特定の波長領域の光を吸収する場合、例えば、
赤外光の波長領域を吸収するようにした場合、採光部材２０により採り入れられた光のう
ち赤外光の波長領域が吸収されるため、室内の温度が上昇してしまうのを抑制することが
できる。これにより、閉鎖部材１０は、冷房効率を向上させ省エネルギー効果を奏すると
ともに、室内環境を最適な状態に調節することができる。
【００４１】
（第２実施形態）
　次に、第２実施形態の閉鎖部材１１０について説明する。
　図７は、第２実施形態の閉鎖部材を示す斜視図である。
　なお、以下の説明及び図面において、前述した第１実施形態と同様の機能を果たす部分
には、同一の符号又は末尾（下２桁）に同一の符号を付して、重複する説明を適宜省略す
る。
　本実施形態の閉鎖部材１１０は、図７に示すように、枠部材１１１が、採光部材２０を
固定する第１枠部１１１ａの一端縁を回転軸として、第２枠部１１１ｂに固定される光制
御部材４０を回転可能に保持している点で、上述の第１実施形態の閉鎖部材１０と相違す
る。
【００４２】
　枠部材１１１は、採光部材２０及び光制御部材４０を建造物１の開口部２に固定する部
材であり、例えば、アルミニウム等の金属によって形成されている。枠部材１１１は、採
光部材２０を固定する第１枠部１１１ａと、光制御部材４０を固定する第２枠部１１１ｂ
と、第１枠部１１１ａの－Ｘ側端縁部を回転中心として、第１枠部１１１ａに対して第２
枠部１１１ｂを回転可能に保持する回転機構部１１１ｃとを備えている。
　第１枠部１１１ａは、採光部材２０の外周縁を囲むようにして設けられた窓枠であり、
建造物１の開口部２に固定される。
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　第２枠部１１１ｂは、光制御部材４０の外周縁を囲むようにして設けられた窓枠であり
、厚み方向から見た形状が、上述の第１枠部１１１ａと同等に形成されている。
【００４３】
　回転機構部１１１ｃは、第１枠部１１１ａに固定された採光部材２０と、第２枠部１１
１ｂに固定された光制御部材４０とを回転可能につなぐ蝶番（ヒンジ）である。本実施形
態の回転機構部１１１ｃは、採光部材２０の出射面２０ｂと光制御部材４０の第１面４０
ａとを互いに対向させた状態において、第１枠部１１１ａ及び第２枠部１１１ｂの－Ｘ側
端縁部を繋ぐようにして設けられている。これにより、第２枠部１１１ｂに固定された光
制御部材４０は、この回転機構部１１１ｃによって、採光部材２０に対して建造物の内側
（＋Ｙ側）へ開閉可能となり、第１面４０ａが採光部材２０の出射面２０ｂと対向する対
向位置から、第１面４０ａが出射面２０ｂの＋Ｙ側の延長線上から完全に外れる退避位置
へと移動することができる。
【００４４】
　以上より、本実施形態の閉鎖部材１１０は、上述の第１実施形態の閉鎖部材１０と同様
に、外部環境の変化等に対応して採光部材２０によって採り入れられる光を光制御部材４
０によって適切に調節して室内側に出射させることができ、良好な採光機能を実現するこ
とができる。また、光制御部材４０を採光部材２０に対向する対向位置から退避位置に容
易に移動することができるので、外部環境の変化等に応じて、容易に室内環境を最適に調
節することができる。
【００４５】
（第３実施形態）
　次に、第３実施形態の閉鎖部材２１０について説明する。
　図８は、第３実施形態の閉鎖部材を示す斜視図である。
　なお、以下の説明及び図面において、前述した第１実施形態と同様の機能を果たす部分
には、同一の符号又は末尾（下２桁）に同一の符号を付して、重複する説明を適宜省略す
る。
　本実施形態の閉鎖部材２１０は、図８に示すように、採光部材２２０に対して、第１の
光制御部材２４０と第２の光制御部材２４１とが設けられている点で、上述の第１実施形
態の閉鎖部材１０と相違する。
　枠部材２１１は、採光部材２２０、第１の光制御部材２４０、第２の光制御部材２４１
を建造物１の開口部２に固定する部材である。枠部材２１１は、採光部材２２０を固定す
る第１枠部２１１ａと、第１の光制御部材２４０及び第２の光制御部材２４１をそれぞれ
固定する２つの第２枠部２１１ｂと、第１枠部２１１ａを固定するとともに、第１枠部２
１１ａに対して各第２枠部２１１ｂを左右方向（Ｘ方向）へ移動可能に保持する可動溝枠
２１１ｃと、退避位置に移動した各第２枠部２１１ｂを収納する収納部２１１ｄとを備え
ている。
【００４６】
　第２枠部２１１ｂは、第１の光制御部材２４０、第２の光制御部材２４１の外周縁を囲
むようにして設けられた窓枠であり、厚み方向から見た形状が、上述の第１枠部２１１ａ
と同等に形成されている。
　可動溝枠２１１ｃは、左右方向（Ｘ方向）に延在する２つの溝が形成された枠部材であ
る。可動溝枠２１１ｃの＋Ｘ側であって－Ｙ側（建造物の外側）の端部には、採光部材２
２０が固定された第１枠部２１１ａが固定されている。また、可動溝枠２１１ｃに設けら
れた各溝には、図８に示すように、－Ｙ側から順に、第１の光制御部材２４０を固定した
第２枠部２１１ｂ、第２の光制御部材２４１を固定した第２枠部２１１ｂが、それぞれ左
右方向に移動可能に保持されている。
　本実施形態の可動溝枠２１１ｃは、第１枠部２１１ａ及び各第２枠部２１１ｂの鉛直上
側（＋Ｚ側）及び鉛直下側（－Ｚ側）に設けられており、第１枠部２１１ａの上端縁及び
下端縁を固定するとともに、各第２枠部２１１ｂの上端縁及び下端縁を移動可能に保持し
ている。
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【００４７】
　収納部２１１ｄは、第２枠部２１１ｂに固定された第１の光制御部材２４０、第２の光
制御部材２４１をそれぞれ収納する戸袋であり、第１の光制御部材２４０、第２の光制御
部材２４１が採光部材２２０に対して退避した退避位置に設けられている。この収納部２
１１ｄは、退避位置に移動した第１の光制御部材２４０や、第２の光制御部材２４１を隠
すとともに、埃等が付着してしまうのを防ぐことができる。
　第１の光制御部材２４０は、採光部材２２０の出射面２２０ｂ側（＋Ｙ側）に配置され
、採光部材２２０から出射した光を制御する部材である。
　第２の光制御部材２４１は、第１の光制御部材２４０の出射面２４０ｂ側（＋Ｙ側）に
配置され、第１の光制御部材２４０から出射した光を制御する部材である。
　第１の光制御部材２４０及び第２の光制御部材２４１には、それぞれ、光を制御する機
能として、上述の第１実施形態に記載の機能を、閉鎖部材が配置される位置や方角等に応
じて適宜設定することができる。
【００４８】
　以上より、本実施形態の閉鎖部材２１０は、上述の第１実施形態の閉鎖部材１０と同様
に、外部環境の変化等に対応して採光部材２２０によって採り入れられる光を第１の光制
御部材２４０、第２の光制御部材２４１によって適切に調節して室内側に出射させること
ができ、良好な採光機能を実現することができる。また、第１の光制御部材２４０、第２
の光制御部材２４１をそれぞれ採光部材２２０に対向する対向位置から退避位置に容易に
移動することができるので、外部環境の変化等に応じて、容易に室内環境を最適に調節す
ることができる。
【００４９】
　また、本実施形態の閉鎖部材２１０は、第１の光制御部材２４０及び第２の光制御部材
２４１が設けられることによって、天候や時間等の変化に応じて光制御部材を適宜選択し
て使用したり、両方の光制御部材を同時に使用したりして、光の強度をより適切に調節す
ることができる。また、第１の光制御部材２４０及び第２の光制御部材２４１に同じ光制
御機能を設定して、一方を常用し、他方を一方が破損したときの予備として保持するよう
にして使用することも可能である。
（第４実施形態）
　次に、第４実施形態の閉鎖部材３１０について説明する。
　図９は、第４実施形態の閉鎖部材を示す斜視図である。
　なお、以下の説明及び図面において、前述した第３実施形態と同様の機能を果たす部分
には、同一の符号又は末尾（下２桁）に同一の符号を付して、重複する説明を適宜省略す
る。
　本実施形態の閉鎖部材３１０は、図９に示すように、第１の光制御部材３４０に対して
、採光部材３２０と第２の光制御部材３４１とが設けられている点で、上述の第３実施形
態の閉鎖部材２１０と相違する。
　枠部材３１１は、第１の光制御部材３４０、採光部材３２０、第２の光制御部材３４１
を建造物１の開口部２に固定する部材である。
【００５０】
　可動溝枠３１１ｃは、左右方向（Ｘ方向）に延在する２つの溝が形成された枠部材であ
る。可動溝枠３１１ｃの＋Ｘ側であって－Ｙ側（建造物の外側）の端部には、第１の光制
御部材３４０が固定された第２枠部３１１ｂが固定されている。また、可動溝枠３１１ｃ
に設けられた各溝には、図９に示すように、－Ｙ側から順に、採光部材３２０を固定した
第１枠部３１１ａ、第２の光制御部材３４１を固定した第２枠部３１１ｂが、それぞれ左
右方向に移動可能に保持されている。
　収納部３１１ｄは、第１枠部３１１ａに固定された採光部材３２０と、第２枠部３１１
ｂに固定された第２の光制御部材３４１とを収納する戸袋であり、第１の光制御部材３４
０と対向する位置から外された採光部材３２０や、第２の光制御部材３４１を隠すととも
に、埃等が付着してしまうのを防ぐことができる。
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【００５１】
　採光部材３２０は、第１の光制御部材３４０の出射面３４０ｂ側（＋Ｙ側）に配置され
、第１の光制御部材３４０から出射した光を制御する部材である。
　第２の光制御部材３４１は、採光部材３２０の出射面３２０ｂ側（＋Ｙ側）に配置され
、採光部材３２０から出射した光を制御する部材である。
　第１の光制御部材３４０及び第２の光制御部材３４１には、それぞれ、光を制御する機
能として、上述の第１実施形態に記載の機能を、閉鎖部材が配置される位置や方角等に応
じて適宜設定することができる。
【００５２】
　以上より、本実施形態の閉鎖部材３１０は、上述の第３実施形態の閉鎖部材２１０と同
様に、外部環境の変化等に対応して開口部から採り入れられる光を第１の光制御部材３４
０、採光部材３２０、第２の光制御部材３４１によって適切に採光したり、調節したりし
て室内側に出射させることができ、良好な採光機能を実現することができる。また、第１
の光制御部材３４０、第２の光制御部材３４１をそれぞれ採光部材３２０に対向する対向
位置から退避位置に容易に移動することができるので、外部環境の変化等に応じて、容易
に室内環境を最適に調節することができる。
【００５３】
　また、本実施形態の閉鎖部材３１０は、第１の光制御部材３４０及び第２の光制御部材
３４１が設けられることによって、天候や時間等の変化に応じて光制御部材を適宜選択し
て使用したり、両方の光制御部材を同時に使用したりして、光の強度を調節することがで
きる。また、第１の光制御部材３４０及び第２の光制御部材３４１に同じ光制御機能を設
定して、一方を常用し、他方を一方が破損したときの予備として保持するようにして使用
することも可能である。
　更に、本実施形態の閉鎖部材３１０は、採光部材３２０を収納部３１１ｄに収納するこ
とができるので、必要に応じて採光部材３２０を使用せずに、光制御部材のみを使用する
ことも可能である。
【００５４】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は前述した実施形態に限定される
ものではなく、後述する変形形態のように種々の変形や変更が可能であって、それらも本
発明の技術的範囲内である。また、実施形態に記載した効果は、本発明から生じる最も好
適な効果を列挙したに過ぎず、本発明による効果は、実施形態に記載したものに限定され
ない。なお、前述した実施形態及び後述する変形形態は、適宜組み合わせて用いることも
できるが、詳細な説明は省略する。
【００５５】
（変形形態）
　図１０は、変形形態の閉鎖部材及び採光部材の詳細を説明する図であり、図３（ａ）に
対応する図である。
（１）上述の実施形態において、閉鎖部材１０は、建造物の外側（－Ｙ側）から順に、採
光部材２０、光制御部材４０が配置された例で説明したが、これに限定されるものでない
。例えば、閉鎖部材１０は、図１０に示すように、建造物の外側から順に、光制御部材４
０、採光部材２０が配置されるようにしてもよい。この場合、光制御部材４０は、第１面
４０ａが採光部材２０の入射面２０ａと対向するようにして枠部材１１に配置される。こ
れにより、閉鎖部材１０は、太陽光等の光を、光制御部材４０の第２面４０ｂから入射し
て、その強度を低減させた上で第１面４０ａから出射させ、それから、採光部材２０の入
射面２０ａへ入射させて偏向した上で出射面２０ｂから室内側へ出射させることができる
。
【００５６】
（２）上述の実施形態において、採光部材２０は、光偏向層３０が入射側パネル２１及び
出射側パネル２２により挟み込まれる合わせガラスの形態の例を示したが、これに限定さ
れるものでない。例えば、採光部材２０は、入射側パネル２１及び出射側パネル２２を省
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略して、光偏向層３０のみで構成されるようにしてもよい。この場合、光偏向層３０の入
射面３０ａが、採光部材２０の入射面２０ａとなり、光偏向層３０の出射面３０ｂが、採
光部材２０の出射面２０ｂとなる。あるいは、例えば、採光部材２０は、出射側パネル２
２を省略して、入射側パネル２１に接着剤等で貼り付けられていてもよい。この場合、入
射側パネル２１の－Ｙ側の面が、採光部材２０の入射面２０ａとなり、光偏向層３０の出
射面３０ｂが、採光部材２０の出射面２０ｂとなる。
【００５７】
（３）上述の第１実施形態において、採光部材２０を固定する第１枠部１１ａは、可動溝
枠１１ｃに固定される例を示したが、これに限定されるものでない。例えば、可動溝枠１
１ｃに２本の溝を設け、一方の溝に採光部材２０を固定する第１枠部１１ａを移動可能に
保持させ、他方の溝に光制御部材４０を固定する第２枠部１１ｂを移動可能に保持させる
ようにしてもよい。
【００５８】
（４）上述の実施形態において、採光部材２０、光制御部材４０は、それぞれ、外周縁が
囲まれるようにして第１枠部１１ａ、第２枠部１１ｂに固定される例を示したが、これに
限定されるものでない。採光部材２０、光制御部材４０は、その外周縁の一部と第１枠部
１１ａ、第２枠部１１ｂとが固定されるようにしてもよい。
【００５９】
（５）上述の第２実施形態において、回転機構部１１１ｃは、採光部材２０の出射面２０
ｂと光制御部材４０の第１面４０ａとを互いに対向させた状態において、第１枠部１１１
ａ及び第２枠部１１１ｂの－Ｘ側端縁部を繋ぐようにして設けられる例を示したが、これ
に限定されるものでない。例えば、回転機構部１１１ｃは、上記状態において、第１枠部
１１１ａ及び第２枠部１１１ｂの＋Ｘ側端縁部や、－Ｚ側端縁部、＋Ｚ側端縁部のいずれ
かを繋ぐようにして設けるられようにしてもよい。
【００６０】
（６）上述の実施形態において、光偏向層３０のルーバ部３２は、ＹＺ断面における断面
形状が略三角形形状である例で説明したが、楔形形状であればこれに限定されるものでな
い。ルーバ部３２の上記断面形状は、例えば、台形形状に形成されるようにしてもよい。
この場合、ルーバ部３２は、入射面３０ａ側を下辺とし、出射面３０ｂ側を下辺より短い
上辺となるように形成される。
【００６１】
（７）上述の実施形態において、閉鎖部材１０が太陽光等の光を建築物の内側（屋内側）
に採り入れる例を示したが、閉鎖部材１０は、外灯等の屋外照明からの光を採り入れても
よく、光を乗り物の内側に取り入れてもよく、建築物や乗り物の内部に存在する内部照明
からの光を或る内部区域から他の内部区域に採り入れてもよい。
【００６２】
（８）上述の実施形態において、閉鎖部材１０が建築物の外壁の開口部に設置された窓で
ある例を示したが、閉鎖部材１０は、戸であってもよく、建築物の内壁や屋根に設置され
てもよく、建築物や乗り物の内部に存在する或る内部区域と他の内部区域とを区切るため
の仕切りであってもよい。
【００６３】
（９）上述の第３実施形態及び第４実施形態において、閉鎖部材は、光制御部材が２枚設
けられる例を示したが、これに限定されるものでなく、３枚以上設けられるようにしても
よい。
【符号の説明】
【００６４】
　１　　建造物
　２　　開口部
　１０、１１０、２１０、３１０　　閉鎖部材
　１１、１１１、２１１、３１１　　枠部材
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　１１ａ、１１１ａ、２１１ａ、３１１ａ　　第１枠部
　１１ｂ、１１１ｂ、２１１ｂ、３１１ｂ　　第２枠部
　１１ｃ、２１１ｃ、３１１ｃ　　可動溝枠
　１１１ｃ　　回転機構部
　２１１ｄ、３１１ｄ　　収納部
　２０、２２０、３２０　　採光部材
　２０ａ、２２０ａ、３２０ａ　　入射面
　２０ｂ、２２０ｂ、３２０ｂ　　出射面
　２１　　入射側パネル
　２２　　出射側パネル
　３０　　光偏向層
　３０ａ　　入射面
　３０ｂ　　出射面
　３１　　ベース部
　３１ａ　　溝
　３２　　ルーバ部
　４０、２４０、２４１、３４０、３４１　　光制御部材
　４０ａ、２４０ａ、２４１ａ、３４０ａ、３４１ａ　　第１面
　４０ｂ、２４０ｂ、２４１ｂ、３４０ｂ、３４１ｂ　　第２面

【図１】 【図２】
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